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管理ダムの事前放流の運用開始について 

～淀川水系治水協定（案）が合意されました～                                       

■「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」※ 1に基づき設置さ

れた「淀川水系既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた協議の場」の第2

回会議が開催され、淀川水系治水協定（案）が合意されました。 

 

■この治水協定に基づき、水資源機構が淀川水系で管理する全７ダムにお

いて、関係者と合意した事前放流ルールにより、事前放流の運用を開始

します。 

 

■水資源機構が管理する日吉ダムと一庫ダムでは、平成30年7月豪雨におい

て異常洪水時防災操作※ ２を実施しています。 

今回、運用を開始する事前放流により、あらかじめダム貯水位を下げて

おくことで、洪水調節容量を使い切ることを回避（異常洪水時防災操作の

回避）することや異常洪水時防災操作移行時間を遅らせることにより、ダ

ム下流の浸水被害の軽減及び避難時間を確保することができます。 

 

■事前放流につきましては、今後も効果等を確認しながら、必要に応じて

更なる改善に務めます。 

 

■なお、近年の豪雨災害の発生状況に鑑み、豪雨時には関連の防災情報、

避難情報に十分注意をお願いします。 

 

※１「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」 

令和元年台風19号等の水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期

強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、令和元

年11月26日、内閣官房に「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」が設

置され、同年12月12日に開催された検討会議において決定された方針が、「既存

ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」です。 

※２ 異常洪水時防災操作 

ダムの貯水容量が満杯になるとダムに貯め込むことができなくなるため、ダムに

流れ込んだ量と等しくなるまで放流量を増加させる操作が、「異常洪水時防災操

作」です。  
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事前放流について

計画規模を上回る洪水が想定された場合に、ダムの容量の一部を洪水の発生前に放流し、洪水調節容量を一時的に増
やす操作です。

1.事前放流とは

2.事前放流の効果
洪水調節容量を使い切ることを回避(異常洪水時防災操作移行の回避)することや異常洪水時防災操作移行を遅らせるこ
とにより、ダム下流の浸水被害の軽減及び避難時間を確保することができます。

資料１

＜実施のイメージ＞



淀川水系の水資源機構管理ダムの事前放流の実施について

水資源機構が淀川水系で管理する全７ダムにおいて、関係者と合意した事前放流ルールにより、事前放流の運用を開始
します。

：事前放流の対象ダム（７ダム）

一庫ダム

日吉ダム

高山ダム

布目ダム

比奈知ダム

資料２

青蓮寺ダム
室生ダム

淀川水系管内の水資源機構ダム
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